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⽇本臨床泌尿器科医会 規約 
第１章  総 則 

（名称） 

 第１条 本会は、⽇本臨床泌尿器科医会と称する。 

（事務所）  

 第２条 本会は、主たる事務所を兵庫県⻄宮市甲⾵園１丁⽬ 10-11 中村ビル 3 階 秋⼭泌尿器科内に置く。 

    ２． 本会は、総会の議決を経て必要の地に従たる事務所を置くことができる。 

（⽬的） 

 第３条 本会は、臨床泌尿器科学の発展と普及、ならびに泌尿器科医の⽣涯にわたる研鑽を通じて、その診療の

質と社会的評価の向上、経済的基盤の強化に寄与することを⽬的とする。 

（事業および事業部）  

 第４条 本会は、前条の⽬的を達成するため、次の事業を⾏い必要に応じて事業部を設ける。 

     (1) 研究会、研修会及び講演会等の開催。（学術部） 

     (2) 泌尿器科及びその関連領域の保険医療の改善と情報提供。（保険委員会） 

     (3) 泌尿器科医療の向上と普及をつうじて福祉に貢献するための事業。（医療対策部） 

     (4) オフィスウロロジーが抱える諸問題の情報交換とその対策（オフィスウロロジー部） 

     (5) 会員の相互扶助および親睦を図るための企画。（厚⽣部） 

     (6) 会報の発⾏とホームページの作成管理。（広報部） 

     (7) 都道府県の泌尿器科医会や医師会泌尿器科分科会などとの連携と協⼒。 

     (8) 勤務医会の抱える諸問題の情報交換とその対策。（勤務医部会） 

     (9) 財務管理と経理の合理的運⽤。（財務部） 

     (10) その他、本会の⽬的達成に必要な事業。 

 

第２章  会 員 

（会員） 

 第５条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する次の三者で構成する。 

① 正会員 医師 

② 特別会員 

③ 賛助会員 正会員以外の法⼈またはそれに準ずる者 

（⼊会） 

 第６条 １．会員として⼊会しようとする者は、理事会の議決を経て会⻑が定めた⼊会申込書により、会⻑に申し

込まなければならない。 

     ２．⼊会は、本会が定めた基準により理事会においてその可否を決定し、会⻑が本⼈に通知する。 

     ３．⼊会⽇は⼊会⾦および年会費を⽀払った年⽉⽇とする。 

（会費等） 

 第７条 会員は、総会において定められた⼊会⾦および年会費を納⼊しなければならない。ただし特別会員はこ

のかぎりではない。 

（資格の喪失） 



 第８条 会員が次の各号の⼀に該当する場合には、その資格を喪失する。 

     (1) 退会したとき。 

     (2) 禁治産、準禁治産または破産の宣告を受けたとき。 

     (3) 死亡し、または失踪宣⾔を受けたとき。 

     (4) 3 年以上年会費を滞納したとき。 

     (5) 第 10 条に基づき除名されたとき。 

（退会） 

 第９条 会員は理事会の議決を経て会⻑が定めた退会届を会⻑に提出して、任意に退会することができる。 

（除名） 

 第 10 条 会員が次の各号の⼀に該当する場合には、総会において４分の３以上の議決に基づき、除名することが

できる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

     (1) 本会の規約または規則に違反したとき。 

     (2) 本会の名誉を傷つけ、または⽬的に反する⾏為をしたとき。 

（拠出⾦品の不返還） 

 第 11 条 既納の⼊会⾦、年会費及びその他の拠出⾦は、返還しない。 

 

第３章  役 員 

（種類及び定数） 

 第 12 条 １．本会に、次の役員を置く。 

 理事 16 ⼈以上 35 ⼈以内 

 監事 2 ⼈⼜は 3 ⼈ 

     ２．理事のうち、1 ⼈を会⻑、4 ⼈以内を副会⻑、1 ⼈を専務理事、若⼲名を常務理事とする。 

（選任等） 

 第 13 条 １．理事及び監事は、総会において選任する。 

     ２．会⻑、副会⻑、専務理事及び常務理事は、理事会において互選する。 

     ３．理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。 

     ４．理事の１⼈とその親族、その他特別の利害関係にある者の合計数は、理事総数の３分の１を超えては

ならない。 

     ５．監事は、互いに親族、その他特別な利害関係にある者であってはならない。 

（職務） 

 第 14 条 １．会⻑は本会を代表し、会務を総理する。 

     ２．副会⻑は会⻑を補佐し、会⻑に事故があるとき、または会⻑が⽋けたときは、会⻑があらかじ指名し

た順序によってその職務を代⾏する。 

     ３．専務理事は、会⻑及び副会⻑を補佐し、本会の常務を統括する。 

     ４．常務理事は、理事会の議決に基づき、本会の常務を分担処理する。 

     ５．理事は、理事会を構成し、規約及び総会の議決に基づき会務を執⾏する。 

     ６．監事は、次に揚げる業務を⾏う。 

     (1) 会計を監査すること。 



     (2) 理事の業務執⾏状況を監査すること。 

     (3) 会計及び業務の執⾏について、不正の事実を発⾒したときは、これを総会に報告すること。 

     (4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会または理事会の招集を請求し、もしくは招集するこ

と。 

（任期） 

 第 15 条 １．役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

     ２．補⽋または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 

     ３．役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を⾏わなければな

らない。 

（解任） 

 第 16 条 役員が次の号の⼀に該当する場合には、総会において２分の１以上の議決に基づいて解任することが

出来る。ただし、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

     (1) ⼼⾝の故障のため職務の執⾏に堪えないと認められるとき。 

     (2) 職務上の義務違反をその他役員としてふさわしくない⾏為があると認められるとき。 

（報酬等） 

 第 17 条 １．役員は有給とすることができる。ただし、当分の間は無給とする。 

     ２．役員には費⽤を弁償することができる。 

     ３．前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て会⻑が別に定める。 

 

第４章  委員会 

（諸委員会） 

 第 18 条 １．本会事業部に総務、広報、学術、保険、財務、医療対策、オフィスウロロジー、勤務医の各委員会を

置き、必要に応じて他の委員会を設けることができる。 

     ２．これらの委員⻑は会⻑が指名し理事会において決定する。 

     ３．委員の定数は委員会の役割に応じて決定し、指名後総会で承認を得る。 

     ４．任期は第 15 条の役員の任期に準じる。 

（都道府県委員会） 

 第 19 条 各都道府県会員の中から、原則として各１名の委員の推薦を求め、都道府県委員会を設けることがで

きる。 

 

第５章  総 会 

（種別） 

 第 20 条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。 

（構成） 

 第 21 条 総会は会員をもって構成する。 

（権能） 

 第 22 条 総会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 

     (1) 事業計画及び収⽀予算についての事項。 



     (2) 事業報告、及び収⽀決算についての事項。 

     (3) 財産⽬録及び貸借対照表についての事項。 

     (4) その他、この医会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認められたもの。 

（開催） 

 第 23 条 通常総会は毎年１回開催する。 

   １．臨時総会は、次の各号⼀に該当する場合に開催する。 

     (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 

     (2) 会員の５分の１以上から会議の⽬的を記載した書⾯によって招集の請求があったとき。 

     (3) 第 14 条第６項第４号の規定により監事から招集の請求があったとき。 

（招集） 

 第 24 条 総会は会⻑が招集する。 

   １．会⻑は前条第２項の規定による請求があったときはその請求のあった⽇から 30 ⽇以内に臨時総会を招集

しなければならない。 

   ２．総会を招集するときは、会議の⽇時、場所、⽬的及び審議事項を記載した書⾯をもって、少なくとも 10

⽇前までに通知しなければならない。 

（議⻑） 

 第 25 条 総会の議⻑は、その総会において、出席者の中から選出する。 

（定⾜数） 

 第 26 条 総会は、会員の過半数の出席がなければ開会することができない。 

（議決） 

 第 27 条 総会の議決は、この規約に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のと

きは、議⻑の決するところによる。 

（書⾯表決等） 

 第 28 条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書⾯をもっ

て表決するか、他の会員を代理⼈として表決を委任することできる。 

     ２．前項の場合における前２条の規定の適応について、その会員は出席したものとみなす。 

（議事録） 

 第 29 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

     (1) ⽇時及び場所。 

     (2) 会員の現在員数、出席者数（書⾯表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること）。 

     (3) 開催⽬的、審議事項及び議決事項。 

     (4) 議事の経過の概要及びその結果。 

     (5) 議事録署名⼈の選任に関する事項。 

   ２．議事録には、議⻑及びその会議において選任された議事録署名⼈２⼈以上が、署名捺印をしなければなら

ない。 

 

第６章  理事会 

（構成） 



 第 30 条 理事会は、理事をもって構成する。 

（機能） 

 第 31 条 理事会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 

     (1) 総会に付議すべき事項。 

     (2) 総会の議決した事項の執⾏に関する事項。 

     (3) その他総会の議決を要しない会務の執⾏に関する事項。 

（種類及び開催） 

 第 32 条 １．理事会は、通常理事会と臨時理事会の２種とする。 

     ２．通常理事会は、毎年 3 回開催する。 

     ３．臨時理事会は、次の各号の⼀に該当する場合に開催する。 

     (1) 会⻑が必要と認めたとき。 

     (2) 理事現在数の３分の１以上から会議の⽬的である事項を記載した書⾯をもって招集の請求があったと

き。 

     (3) 第 14 条第６項第４号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 

（招集） 

 第 33 条 １．理事会は会⻑が必要と認めるとき招集する。 

     ２．会⻑は、理事現在数の３分の１以上から会議の⽬的がある事項を記載した書⾯をもって招集の請求が

あったときは、その請求のあった⽇から 14 ⽇以内に理事会を招集しなければならない。 

     ３．理事会を招集するときは、会議の⽇時、場所、⽬的及び審議事項を記載した書⾯をもって、少なくと

も７⽇前までに通知しなければならない。 

（議⻑） 

 第 34 条 理事会の議⻑は、会⻑がこれに当たるが、会⻑が指名した場合は専務理事が当たる。 

（理事会の定⾜数等） 

 第 35 条 理事会には、第 26 条から第 31 条の規定を準⽤する。この場合において、これらの条⽂中「総会」及

び「会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。 

 

第７章  常任理事会 

（構成） 

 第 36 条 常任理事会は、会⻑、副会⻑、専務理事、常務理事及び監事をもって構成する。 

（機能） 

 第 37 条 常任理事会は、本来は理事会における審議に付されるべき事項のうち、次のような場合に審議をおこ

なう。 

     (1) 緊急を要するのも。 

     (2) 簡単なもの。 

     (3) その他、会⻑が適当と認めたもの。 

（開催） 

 第 38 条 常任理事会は、次の各号の⼀に該当する場合に開催し、会⻑が招集する。 

      (1) 会⻑が必要と認めたとき。 



      (2) 他の理事、監事より請求があり、それを会⻑が認めたとき。 

（議決） 

 第 39 条 常任理事会は構成員の２分の１以上の出席をもって成⽴し、過半数をもって決する。 

 

第８章  名誉会⻑及び顧問 

（名誉会⻑及び顧問） 

 第 40 条 本会に、名誉会⻑及び顧問を置くことができる。 

   ２．名誉会⻑は、会⻑に対し必要な助⾔を⾏う。 

   ３．顧問は、会⻑の諮問に応じ必要な助⾔を⾏う。 

   ４．顧問に関する事項は、総会の承認を経て会⻑が別に定める。 

 

第９章  財産及び会計 

（財産の構成） 

 第 41 条 本会の財産は。次に揚げるものをもって構成する。 

     (1) ⼊会⾦及び年会費。 

     (2) 寄付⾦品。 

     (3) 財産から⽣じる収⼊。 

     (4) 事業に伴う収⼊。 

     (5) その他の収⼊。 

（財産の管理） 

 第 42 条 本会の財産は、会⻑が管理し、会⻑のもとに事務局が実務を⾏い、その⽅法は、総会の議決を経て会

⻑が別に定める。 

（経費の⽀弁） 

 第 43 条 本会の経費は、財産をもって⽀弁する。 

（事業計画） 

 第 44 条 本会の事業計画およびこれに伴う予算に関する書類は、会⻑が作成し、毎会計年度開始前に、総会に

おいて３分の２以上の議決を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。 

（暫定予算） 

 第 45 条 １．前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成⽴しないときは、会⻑は、理事会の議決

を経て、予算成⽴の⽇まで前年度の予算に準じ収⼊⽀出することができる。 

     ２．前項の収⼊⽀出は、新たに成⽴した予算の収⼊⽀出とみなす。 

（事業報告及び決算） 

 第 46 条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会⻑が事業報告書、収⽀計算書、正味財産増減計画

書、貸借対照表及び財産⽬録等として作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならな

い。 

（⻑期借⼊⾦） 

 第 47 条 本会が資産の借⼊をしようとするときは、その会計年度の収⼊をもって償還する短期借⼊⾦を除き、

総会において３分の２以上の議決を経なければならない。 



（会計年度） 

 第 48 条 本会の会計年度は、毎年１⽉１⽇に始まり 12 ⽉ 31 ⽇に終わる。 

 

第 10 章  事務局 

（設置等） 

 第 49 条 １．本会の事務を処理するため、事務局を設置する。 

     ２．事務局には、事務局⻑を置き、必要に応じて事務局次⻑及び所要の職員を置くことが出来る。 

     ３．事務局⻑及び職員は、会⻑が任免する。 

     ４．会議の設定運営、諸規定の整備、渉外活動などを⾏う。 

     ５．事務局⻑は財務部⻑を兼務することができる。 

（備付け帳簿及び書類） 

 第 50 条 事務局には、常に次に揚げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。 

     (1) 規約。 

     (2) 理事、監事及びその他職員の名簿並びに履歴書。 

     (3) 会員名簿及び会員の移動に関する書類。 

     (4) 許可、許可等及び登記に関する書類。 

     (5) 規約に定める期間の議事に関する書類。 

     (6) 収⼊、⽀出に関する帳簿及び証拠書類。 

     (7) 資産、負債及び正味財産の現状を⽰す書類。 

     (8) その他必要な帳簿及び書類。 

 

第 11 章  規約の変更及び解散 

（規約の変更） 

 第 51 条 この規約は総会において会員総数３分の２以上の議決を経なければ変更することができない。 

（解散） 

 第 52 条 本会は⺠法第 68 条第１項第２号から第４号まで及び第２項第２条の規定によるほか、総会において会

員総数の３分の２以上の議決を経て解散する。 

（残余財産の処分） 

 第 53 条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において会員総数の３分の２以上の議決を経て、本会の

類似の⽬的を有する団体に寄付するものする。 

 

第 12 章  補 則 

（委任） 

 第 54 条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て会⻑が別に定める。 

 （1998「平成 10 年」4 ⽉ 11 ⽇） 

（退会者の再⼊会について） 

 第 55 条 ⼊会⾦を徴収する。⾦額はそれぞれの会費の未納分で最⼤３年分。 

 （2012「平成 25 年」４⽉ 28 ⽇改定） 



（細則） 

 第 56 条 本会則施⾏についての細則は、常任理事会および理事会を経て別に定め、会員に通告する。 

 

 

⽇本臨床泌尿器科医会施⾏細則 

 

第 1 章 都道府県⽀部 

（申請） 

第１条 都道府県の泌尿器科医会は、申し出があれば常任理事会、理事会に諮り当会の⽀部となることが可能であ

る。 

第２条 ⽀部役員の選出及び任期は当該医会で決定する。  

 

第２章 会費 

第３条 年会費は当分の間、次のごとくとする。 

 正会員、2,000 円。 

 特別会員、無料。 

 賛助会員、100,000 円。 

・2001 年（平成 13 年）１⽉１⽇より年会費を次のごとく改正する。 

 正会員（開設者）、10,000 円。 

 正会員（勤務医、その他）、2,000 円。 

 賛助会員、100,000 円。 

 特別会員、無料。 

 （2000「平成 12 年」.6.10 改正） 

・2011 年（平成 23 年）１⽉１⽇より年会費を次のごとく改正する。 

 正会員（開設者）、20,000 円。 

 正会員（勤務医、その他）、3,000 円。 

 賛助会員、100,000 円。 

 特別会員、無料。 

 （2010「平成 22 年」.4.25 改正） 


